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令 和 ５ 年 ４ 月 

保護者の皆様へ 

堺市教育委員会 

 

堺市の特別支援教育について（お知らせ） 

 

 平素より、堺市の教育活動の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、文部科学省より、「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」（令和 

4 年 4 月 27 日付け 4 文科初第 375 号）が出されました。 

これを受けまして、本市の特別支援教育のより一層の充実に向けて、次のとおり取り組んでまい

りますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

１． 文部科学省からの通知の内容 

○特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクル   

 ーシブ教育システムの理念を構築することを旨として行われることが重要である。 

○インクルーシブ教育システムの理念の構築に向けては、障害のある子どもと障害のない子 

どもが可能な限り同じ場でともに学ぶことを追求するとともに、障害のある子どもの自立 

と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、 

多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。 

○特別支援学級に在籍している児童生徒が、交流及び共同学習として大半の時間を（週時数 

の半分を超えて）通常の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討する必要がある。 

 

 ２．堺市の特別支援教育における今後の方針について 

堺市では、インクルーシブ教育システムの考え方をふまえ、障害のある子どもと障害のな 

い子どもが可能な限り同じ場でともに学ぶことを追求するとともに、一人一人の教育的ニー 

ズに最も的確に応える指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要で 

あると考えています。 

そのため、各学校において、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた 

学びの場の見直し及び適切な特別の教育課程の編成を行う必要があります。 

各小中学校において、児童生徒にとって、どのような指導・支援が必要であり、そのため 

に最も適した学びの場について、再度検討、見直しを行います。 

さらに、学校は本人や保護者の皆様と懇談や教育相談等を行い、本人や保護者の意見を尊 

重しながら、今年度から３年間かけて、順次、より適切な学びの場を決定し、個に応じた指 

導・支援を行ってまいります。 

 

３． その他 

 保護者の皆様向けの説明資料を作成いたしましたので、下記のＱＲコードまたはリンク先 

よりご覧ください。 

音声入りスライド資料の動画は、現在動画アカウント取得中です。完了次第、掲載します。 

 

 

 

【問合せ先】 

堺市教育委員会事務局 

学校教育部 支援教育課 

TEL：072－340－2323 

（平日 9:00～17:00） 
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